
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２６－０１号 み春野自治会たより第１号 回覧部数分

○ み自発第２６－１４号 第1回夏祭り実行委員会開催のお知らせ 回覧部数分

○ み自発第２６－０２号 第２６回総会・第２４回自主防災総会議事録（写）回覧 回覧部数分

○ み自発第２６－０３号 令和８年度 年間自治会活動予定表 通年回覧

○ み自発第２６－１３号 令和８年度 班長/副班長リスト 通年回覧

　※班長、副班長さんは、ご自分の電話番号を記入して班内に通年回覧

● み自発第２６－０８号 班長/副班長の役割について 班長/副班長分

○ み自発第２６－０４号 会計月次報告(令和８年４月度） 回覧部数分

○ み自発第２６－０６号 【重要】令和８年度自治会費納入に関するお願い 回覧部数分

● み自発第２６－０５号 【重要】令和８年度自治会費集金に関するお知らせ 班長/副班長分

○ み自発第２６－０７号 赤十字活動資金募集協力お願い（*リストは提出） 回覧部数分

● 赤十字活動資金領収書つづり 班長/副班長分

○ み自発第２６－０９号 「千葉市社会福祉協議会」令和８年度会員募集のお願い（*リストは提出） 回覧部数分

● 「千葉市社会福祉協議会」領収書つづり 班長/副班長分

○ 千葉市を美しくする運動”は、市民の皆様に支えられています（*リストは提出） 回覧部数分

● み自発第２６－１１号 令和８年度上期清掃キャンペーン実施要領 班長/副班長分

○ み自発第２６－１０号 令和８年度上期清掃キャンペーンのご案内 回覧部数分

○ 令和８年度上期清掃キャンペーン分担表 回覧部数分

○ み自発第２６－１２号 み春野自主防災組織図（令和８年度） 通年回覧

○ 令和８年度　育児サークルのご案内 通年回覧

○ 回覧部数分

○ 赤十字活動資金へのご協力をお願いします 回覧部数分

○ 「千葉市社会福祉協議会」地域での支え愛たすけ愛 回覧部数分

○ 回覧部数分

○ 花見川区支え合いのまち　推進協議会だより　第２７号 回覧部数分

○ たばこに関する相談窓口のご紹介 回覧部数分

○ 暮らしの情報いずみ2026年5月号　vol.２７５ 回覧部数分

○ 千葉市社会福祉協議会こてはし台中学校区地区部会　2026　春 回覧部数分

○ ちばし社協だより　ｖｏｌ．１３２（２０２６．３） 回覧部数分

○ こてはし台中学校区育成だより　第５８号 回覧部数分

○ 学校だより　　令和８第1号（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　　令和８第2号（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは R7 第１２号(3月号①)（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは R7 第１３号(3月号②)（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは R８ 第１号(４月号①)（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは R８ 第２号(４月号②)（こてはし台中学校） 回覧部数分

令和8年度　第１回班長会議　回覧・配布資料一覧

　　　　　　　　　　　　令和8年　5月17日

　　　　　　　　　　　　　　み春野自治会

文　書　タ　イ　ト　ル

美しい千葉　第８６号

ふれあいサロン　ふらぁっとみ春野　転倒予防・認知症予防　体操教室を開催します！



令和8年5月17日

み自発第26-03号

古紙・布類　・・・・・　第一・三水曜日：資源ごみの回収は市からの助成金となって自治会活動を支えます。

※段ボール・牛乳パック・新聞紙・雑誌・雑紙・古着などが対象です。出来るだけ自治会回収日に合わせて、

　 お出し頂きますようお願いします。「食用廃油」回収（集会所）も自治会収入の一助になっています。

月 日（曜日） 時間 上期 活動予定 月 日（曜日） 時間 下期 活動予定

4 26（日） 10:00  第26回通常総会、第24回自主防災組織総会 ４（日） 9:00  役員会

10（日） 9:00  役員会
11（日）
未定

9:00  横戸小地区町民体育祭（雨天 体育館）

 新旧役員引き継ぎ 18（日） 10:00  班長会議

16（土） 10:00  花壇（北モニュメント）手入れ作業 1（日） 9:00  役員会

13:00  サークル協議会 7（土） 10:00  花壇（北モニュメント）手入れ作業

17（日） 10:00  班長会議 未定 10:00  花見川区民まつり（花島公園）

7（日） 9:00  役員会 15（日） 10:00  班長会議

10:00  清掃キャンペーン 6（日） 9:00  役員会

21（日） 9:30  自治会費等納入受付 10:00  清掃キャンペーン

10:00  班長会議 20（日） 10:00  班長会議 ※のぼり旗チェック

11:00  夏祭り実行委員会 11:00  防犯講演会

5（日） 9:00  役員会 8:00  新春マラソン大会

12（日） 10:00  班長会議　［次週三連休につき前倒し］ 12:00  賀詞交歓会

11:00  夏祭り実行委員会 10(日) 9:00  役員会　☆次年度役員立候補者募集

2（日） 9:00  役員会 17（日） 10:00  班長会議

10:00  夏祭り実行委員会 7（日） 9:00  役員会

16（日） 10:00  班長会議 21（日） 10:00  班長会議

29（土） 8:00  第23回み春野ふるさと夏祭り 10:00  次期役員候補者抽選会

30（日） 9:00  第23回み春野ふるさと夏祭り（後片付け） 7（日） 9:00  役員会

6（日） 9:00  役員会 10:30  パークマネジメント活動（公園清掃）

10:30  パークマネジメント活動（公園清掃） 14（日） 10:00  班長会議

13（月） 9:00  防災訓練（安否確認/班内巡回点検） 11:00  防災訓練

10:00  班長会議　（5連休を外す） 4（日） 9:00  役員会　（会計監査　4/3）

27（日） 10:00  敬老の集い　（5連休を外す） 11（日） 10:00  班長会（総会資料配布・説明）

25（日） 10:00  第27回通常総会、第25回自主防災組織総会

令和８年度　年間自治会活動予定表

※ 予定・日時は変更される場合がありますので、都度のお知らせやホームページでご確認ください。

☆資源ごみ
第一・三水曜日
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5

3(日)or
10(日)
未定

11

9

3

4

6
12

7
1

8 2

※ 班長会の役員参集は 9:00とし資料セッティッグ・会場設営等を行なう

通年回覧

ﾌｧｲﾙ綴り込み



 

 

み春野自治会会員各位 

  み自発第２６－０６号 

 令和８年５月１７日 

み春野自治会 会計部 
 

【重要】令和８年度自治会費納入に関するお願い 
 

新緑の候、会員の皆さまには益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より自治会活動にご参加を頂き誠にありがとうございます。 

さて、令和８年度の自治会費納入についてお知らせとお願いを申し上げます。 

今回納入頂く自治会費については下の通りですが、班長さん･副班長さんが各戸へ集金に 

伺いますので事前のご準備をお願い申し上げます。 

円滑な自治会運営のため会員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 

（第２６回通常総会の決議に基づき年１回の集金となります。よろしくお願いします。） 

 

１．自治会費 

今年度の自治会費は１ヶ月 ５００円となっており、原則年額１２ヶ月分を纏めて納入して頂く 

ことになっております。 

つきましては、今回、期中に亘り居住されている場合は、 

令和８年４月～令和９年３月の年額分の自治会費として６,０００円(５００円×１２ヶ月) 

  をお納めください。 

  また、期中及び月の途中から入居され自治会員となられた場合は、 

入居月の翌月から令和９年３月までの月数×５００円で計算します。 

   例えば、①令和８年２月に入居された場合 

…３月から令和９年３月までの１３ヶ月分６,５００円(５００円×１３ヶ月)の納入 

②令和８年５月に入居された場合 

       …６月から令和９年３月までの１０ヶ月分５,０００円(５００円×１０ヶ月)の納入 

 となります。 

なお、領収書を発行致しますので必ずお受取ください。 

 

２．集金要領について （ご都合の悪い場合は各班長さん・副班長さん宛にご連絡ください） 

                              

 以 上 

 

会費集金日：   月  日(  )から   月  日(  ) 
 

         午前・午後  時ころ～午前・午後  時ころまでの間に 

 

上記日程で自治会費の集金に伺いますので出来るだけ釣り銭が不要なように 

ご用意をお願い致します。 
 

 万一上記日程でご都合が悪い場合には予めご連絡の上、班長・副班長まで 

 会費をご持参ください。 

要 回 覧 

班長・副班長(氏名) 

連絡先  ０４３－    － 

または     －    － 



要回覧 

み春野自治会会員の皆様へ                    み自発第２６－０９号 

令和８年５月１７日 

み春野自治会 

 

 

「千葉市社会福祉協議会」令和８年度会員募集のお願い 

 

 平素から自治会活動にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、毎年皆様にお願いしております「千葉市社会福祉協議会」の令和８年度会員募集

につき今年も多くの皆様にご協力をお願いする次第です。寄せられた会費の７０％（地区

活動事務費を除く）が最終的に「社会福祉協議会み春野支部(み春野自治会)」に還元され、

地元での見守り活動やサロン活動・敬老の集い等福祉活動経費の一部に役立てられます。 

こういった地域福祉の活動に一人でも多くのご賛同をお願いします。 

 住民会員 一口２００円 （ 寄附金税額控除の対象です。一人何口でも構いません ） 

※ 以下名簿に氏名・住所・口数・金額をご記入ください。 

後日に班長・副班長さんが自治会費と共に集金（領収書発行）に伺います。 

 

 【       班】 → 班長さま： 本表は集金した現金・領収書控とともに提出してください。 

氏  名 住  所 口 数 金 額 

（例） み春野 夏子 2 丁目 15－4 2 400 円 

        

        

        

        

        

        

        

        

合計  件 口  円 

 



 要 回 覧  

 

み春野自治会会員の皆様へ                           み自発第２６－０７号 

                             令和８年５月１７日 

み春野自治会 

赤十字活動資金募集 協力お願い 

 

本年度も日本赤十字千葉県支部から、赤十字活動資金への協力依頼がありました。近い

将来、発生が予想される大規模広域災害（首都直下地震・千葉県東方沖地震・南海トラフ地

震ほか）に対する救護体制のさらなる充実強化を図ります。また、地球規模では様々な災害や

飢えなどの問題が発生しております。今年もこれらへの支援として本募集に協力していくことと

します。 

つきましては、資金募集にご賛同の方は以下にお名前をご記入いただきますよう宜しくお願

いいたします。後程（６月２０日までに）班長／副班長さんが自治会費と同時に集金にお伺いし

ます。尚、協力形態は、社員の場合は５００円以上、寄付の場合は金額自由となります。 

（参考までに昨年は多くの方から合計２０，５００円のご寄付をいただきました。） 

 

※このリストは必ず提出してください。               （      班） 

ご氏名 住居表示番号 社員（５００円以上） ご寄付（金額自由） 

例：み春野 花子  １丁目 ４０－５０ ５００円  

例：み春野 次郎  １丁目 ４０－５１  ３００円 

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

   丁目   －   

合 計 件  円  円  

注：ご賛同される方は社員か寄付いずれかの欄に金額をご記入下さい。 







                        

み春野自治会会員各位                        み自発第２６－１０ 号

  

令和 8 年 5 月 17 日 

 み 春 野 自 治 会 

会長 

                                        環境衛生 

 

令和 8年度上期清掃キャンペーンのご案内 

 

み春野自治会の皆様におかれましては、変わらずご壮健のことと存じます 

今年度も「自治会活動予定」に基づき下記要領のとおり、み春野住宅地内及び公園の清掃を 

行いたくご案内申し上げます。何かとお忙しいとは存じますが、万障お繰り合わせのうえご参

加ください。 

☆当日の都合折り合わず参加出来ない方は、事前事後の日程での自主清掃をお願いします。 

 

記 

１.日時  ：令和 8年 6月 7日(日) １０:００～１１:００（下記公園に集合） 

             悪天候の場合は中止とします。（延期はありません） 

天候状況により実施判断が微妙な場合には当日午前９時３０分までに自治会 

一斉メールおよび防災行政無線にてご案内、加えて３公園（み春野・すずかぜ・

もみじ）並びに各公園に役員にて実施有無を伝達します。 

 

２.集合場所：班長・副班長は別紙分担図の担当公園に集合願います 

その他会員の方は班長・副班長からビニール袋を入手の上、担当エリアの清掃を

お願いします。（別紙清掃キャンペーン分担図（下期）地図をご参照下さい） 

・み春野公園  ・すずかぜ公園  ・もみじ公園 

 

３.持ち物 ：軍手（必須） 

熊手、ちりとり、ほうき、雑草除去用のかま等、他に必要と思われるもの 

   ※ ごみ集め用ビニール袋は、班長さん経由で大小２枚（可燃・不燃）をお渡しします。 

 

４.清掃場所：班毎に区域を分けています。別紙地図をご参照下さい。 

・ 歩道上に小さな雑草が目立ってきています。出来るだけ除去してください。 

・ 自治会設置の交通安全看板の汚れは水洗いし、看板やのぼりの破損があれば 

班長さんまで報告をお願いします。 

 

５.清掃終了後：ごみの入ったビニール袋は清掃終了後に集合公園に持ってきていただき、 

班長さん等とご協力して「可燃ごみ・不燃ごみ・びん缶・粗大ごみ」に分別し、

千葉市指定のごみ袋に入れ替えてください。 

・分別したごみ袋は公園所定場所にまとめて置いてください（各人持ち帰り不要）。 

・後日（１～２日後に）千葉市にて回収してもらいます。 

以  上 

要回覧 



３００ｍ

Ｒ8年度上期清掃キャンペーン分担表
6月７日（日）１０：００～１１：００
（雨天の場合は、中止）

20・21

22班

１0・11班

３６・３８班

み春野モニュメント周辺

★集会所は１９班

各班の集合場所
み春野公園

９・１１・１２・１３・１４・１５・１９・２０
２１・２２・２３・２４・２５・２７・３１班

すずかぜ公園
１・２・３・４・５・６・７・８・１０

１６・１７・１８班

もみじ公園
２６・２８・２９・３０・３２・３３
３４・３５・３６・３７・３８班

もみじ公園

み春野公園

すずかぜ公園

6
・
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班

5
・
7
班

1・2班
16班
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・
班
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２

５

７

９
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４

３
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要回覧（１年間綴り込み）                    み自発第２６－１２号 

令和８年５月１７日 

み春野自主防災組織表（令和８年度） 

組織及び担当班（担当副班長）等 平常時の主な役割 非常時の主な役割 

本 
 

部 

本 部 長  

・統括 

・自治会との連絡調整 

・関係機関の対応 

・相互援助先との窓口 

・統制 

・全体調整 

・情報の集約 

・避難所との連絡調整 
本 部 員 

  

 

 

 

 

 

 自治会役員＊１ 

 担 当 班 １班 ８班 １５班 ２３班 ３０班 

広 報 部 

広報部長 

  
・活動記録 

・警報伝達機材の管理 

・各副班長の招集 

・住民への情報伝達 

担 当 班 ２班 ９班 １６・１７班 ２４班 ３１班 

防 火 部 

防火部長 

  
・消火栓・排水栓の把握 

・消火器具の管理 

・警戒巡視、被害把握 

・初期消火 

担 当 班 ３班 １０班 １８班 ２５班 ３２班 

救 護 部 

副本部長（救護所担当）兼部長 

 ② 
・救護用器具の管理 

・ＡＥＤに関する啓発 

・救護所の開設 

・負傷者の救護 

担 当 班 ４班 １１班 １９班 ２６班 ３３班 

避 難 誘 導 部 

副本部長（指定避難所担当）兼部長 

 
・避難所運営委員会の

動向把握と連携 

・避難誘導 

・指定避難所の支援 

担 当 班 ５班 １２班 ２０班 ２７班 ３４班 

給 水 給 食 部 

副本部長（在宅避難支援担当）兼部長 

 
・備蓄食料の管理 

・水質検査の立会い 

・非常用井戸の開設 

・炊き出し配食の実施 

担 当 班 ６班 １３班 ２１班 ２８班 ３５班 ３７班 

避 難 施 設 

運 営 部 

副本部長（事務局担当）兼部長 

  

・防火防災啓発、訓練 

・千葉市供与品の管理 

・無線局の運用・管理 

・地域避難施設の開設

及び運営 

・在宅避難者の支援 

担 当 班 ７班 １４班 ２２班 ２９班 ３６班 ３８班 

安 否 確 認 ・ 

避 難 支 援 部 

副本部長（安否確認担当）兼部長 

 ① 
・避難行動要支援者対

策の推進 

・地域全体の安否確認 

・要支援者の避難支援 

担 当 班 全ての自治会副班長（発災初動時） 

会 計 

   

 

 

・自主防災組織の会計に関すること 

監 査 役 
  

 
・自主防災組織の会計監査に関すること 

総 務 部 長       （兼務） 

事 務 局       （兼務）、    （兼務）、 

１ 各班の副班長は、非常時には自主防災組織部員として招集され防災活動にあたる。 

２ 副班長の発災初動の任務は、班長と班内を巡回し、各世帯の安否確認にあたるものとする。（裏面１参照） 

３ 給水給食部の部長には、総務部長を充てる。 

４ 副本部長（事務局担当）及び事務局の所掌は、平常時における行政との連絡調整及び会議体の事務局を含む

庶務全般、防災人材バンク、集会所発電機試運転（月次）に係る事務とする。 

５ 総務部長の所掌は、避難行動要支援者名簿の取り扱い全般に係る事務とする。 

６ 氏名の後の番号表示は、本部長不在時の指揮統制にあたる者の代行順位を示す。 

７ ＊１ 本組織表に掲載のない自治会役員は、本部員であり活動時に本部長、副本部長から役割を付与する。 



１ 発災時の初動対応（震度６弱以上又は、地震後に火災を覚知したとき） 

対象者 対応すること 対応方法 

会 員 

（住民・各世帯） 

・安否（救援の要否）につ

いて表示する。＊２ 

安否カードを掲出＊１ 

各 班 の 

班 長 ・ 副 班 長 

・班内の安否確認及び火災

発生、建物倒壊の有無を確

認する。 

集計票を使用（別に配布） 

班長、副班長が不在の場合

の代行者を班で決めてお

く。 

各 班 の 

副 班 長 

・集計票を本部に持参、自

主防災活動に加わる。 

・担当任務が付与される。 

集計票を本部に持参 

副班長が不在の場合は、班

長が代行する。 

自主防災組織本部員 

（ 役 員 ） 

・安否、救援の要否、被害

状況を把握し、活動方針を

決心する。 

複数の役員等が参集して

いる場合は、合議による。 

＊１ 令和５年度中に各世帯に配布したもの 

＊２ 非表示世帯及び避難行動要支援者の救援要否については、本部において

集約後、安否確認班を編成し、個別に追跡する。 

 

２ 本部及び各部において優先対応する事項 

地区内で火災又は建物倒壊が発生の場合 左以外の場合 

第一優先 

・自主防及び自治会役員への同報連絡 

・班長及び副班長への同報連絡 

・集会所施設の被害状況確認後、本部開設 

・各班からの情報を集約 

第一優先 

・自主防及び自治会役員への同報連絡 

・本部開設 

・各班からの情報を集約 

第二優先 

・危険が迫る住民を避難場所に誘導 

・挟まれ等からの救出 

第二優先 

・危険が迫る住民を避難場所に誘導 

第三優先 

・停電、断水、下水道の機能不全への対応 

・指定避難所（地域拠点）に連絡員を配置 

・巡視警戒、初期消火班を編成 

・防災無線屋外受信機を活用した広報 

第三優先 

・停電、断水、下水道の機能不全への対応 

＊初動対応アクションカードを活用すること。（ホール内書庫の扉に常置） 

 



要回覧 

自治会員の皆様へ                                              み自発第 26－14号 

令和 8年 5月 17日 

 み春 野 自 治 会 

                                                            会長 

                                                          親睦部長 

 

「第 23回み春野ふるさと夏祭り」  
第 1回 実行委員会開催 のご案内 

 

み春野最大のイベントとなる「み春野ふるさと夏祭り」、 ８月２9日(土) に開催予定です。 

今年も「ふるさと・み春野」の思い出の一コマとして皆様の心に残る夏祭りにしたいと考えています。 

出店希望者のほか、楽しい夏祭りになるような企画や運営を役員と一緒に考えて活動していただける 

スタッフを募集します。「こんな屋台をやってみたい」とか「こんなイベントをやりたい」とかアイデアをお持ち 

の方など、ぜひご応募ください。スタッフはちょっとできないけど、楽しいアイデアはたくさん持っているという 

方でも構いません。楽しくわくわくする夏祭りに皆んなで一緒につくり上げましょう！ 

 

・ み春野大好き、お祭り大好きな方（中高・大学生でも歓迎） 

・ 出店希望者 

・ 夏祭りの企画・運営に興味をお持ちの方 

・ 役員経験者など夏祭りの運営経験やノウハウをお持ちの方 

・ サークル代表者（自治会公認のサークル以外も歓迎） 

 

第１回夏祭り実行委員会を以下のとおり開催いたします。 

 

１．日  時：６月２１日（日）１１：００～ 

 （第２回班長会議終了後に引き続き開催） 

２．場  所：み春野自治会集会所 

３．内  容：  

（１）スケジュール策定 

夏祭りまでに実行委員会を計３回ほど開催する予定です。      

（２）イベント内容の検討 

斬新な企画、面白いアイデア大募集！！  

（３）役割分担の検討 

各回の委員会を通じてイベント運営や出店関係を具体化します。 

 

なお、実行委員メンバーとしてご参加頂ける方は、以降の委員会のごご案内等のため、当日 お名前・

ご連絡先などをお伺いいたしますのでご承知願います。 










	スライド 1

